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開  会   午前１０時００分 

○委員長（原田周一） 改めまして、皆さん、おはようございます。 

  本日は、閉会中における文教厚生常任委員会を招集いたしましたところ、町当局の関

係者はじめ、委員の皆様にはご出席まことにありがとうございます。 

  また、先日の７月１１、１２の両日において、文教厚生常任委員会の視察研修につき

ましては、委員全員の出席及び議長のオブザーバー出席ということと、それから行政の

ほうから立原課長、また事務局から太田係長に出席いただきまして、高齢者福祉及び子

育て支援の施策につきまして有意義な研修ができたというふうに思っております。皆様

のご協力、この場を借りて改めてお礼申し上げます。どうもご協力ありがとうございま

した。 

  また、先日はこの六地蔵において大変悲惨な事故等も起こっております。ああいうこ

とが、若い人の尊い命が奪われた。また、多くのけが人も出ておるということで、ご冥

福及び怪我された方の一日も早い回復を願っているところでございます。 

  座らせていただきます。 

  本日は、各課の令和元年度第２四半期の事業執行状況報告及び所管事項の報告を願い

たいと思います。 

  本日の委員会において不適切な発言等ありました場合には、委員長においてこれを精

査を行うことといたします。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（原田周一） ありがとうございます。 

  ここで、理事者からご挨拶をお願いいたします。山下副町長。 

○副町長（山下康之） 皆様方、改めまして、おはようございます。 

  本日は、文教厚生常任委員会、閉会中におきます委員会を開催いただきまして、まこ

とにありがとうございます。原田委員長、また浅田副委員長のもと、各委員にはいろい

ろとお世話になりますけれども、どうぞよろしくお願い申し上げたいと思います。 

  今年の梅雨入りは非常に遅い時期で梅雨に入りまして、まだこちらのほうでは梅雨が

明けたと思われるというようなまだ状況は届いていませんけれども、もう、今日、明日

ぐらいにはそういった気象庁からの発表があるのやないかなというふうに思っておりま

すけれども、本当にこの間、雨も非常に多く、本町においては特に大きな事故はなかっ

たわけですけれども、全国的にも非常に大きな事故が起こっており、こういった時期は

台風等々、本当に我々職員も毎日毎日気を許すことなく万全な体制をとっていかなけれ
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ばならないというふうに思っております。 

  また、健康管理からも、こういった暑い時期でございますので、熱中症等々非常に気

を付けなければならないということで、もちろん委員各位はじめ、住民の皆さんにもそ

ういった周知をしっかりしていきたいというように思っておるところでございます。 

  ただいま委員長のほうからございましたけれども、７月１１日と１２日と２日間に分

けて文教厚生常任委員会の委員さんが研修に行かれたということで、本町からも出席さ

せていただいていますけれども、富山県の朝日町と、それと石川県の内灘町のほうに行

っていただいたということで、有意義な研修やったということで報告聞いているわけで

ございますけれども、またいろんな研修受けられた内容についても、本町の行政推進に

いろんな角度から、今後も引き続いてご指導いただきたいというようにも思っていると

ころでございます。 

  また、先だっては参議院選挙が開催されまして、委員各位におかれてはそれぞれのお

立場で大変ご苦労いただきまして、ご苦労さんでございました。 

  また、この時期、ちょうど広島のほうに子どもたちが、今年は小中学生、小学生でご

ざいまして、１６名の子どもが、一昨日から、２２日、それから２３日に１６名の児童

が体験学習で行っていただきまして、昨日元気に帰ってきていただきまして、行くとき

の顔と帰ってきてからの顔が非常に、一生懸命向こうで体験学習をしてきたというよう

な顔をしておりまして、元気に帰っていただいたということに感謝をしているところで

ございます。 

  また、同じ子どものことでございますけれども、この月の７月２７日に秋田県のほう

で第３３回全日本小学生の少女ソフトボール大会に宇治田原町のビューティーズさんが

京都府の代表として行っていただけるということで、本当にそういった、子どもたちが

全国の場で活躍いただけるということで、１回戦は２７日に山形県のチームと当たるよ

うでございますけれども、今、土曜日、日曜日になりますと一生懸命、田原小学校のグ

ラウンドで練習しておりまして、そういった練習の成果を発揮して、この４月の大会で

京都府で優勝して今回全国大会行っていただくと、こういうことであったところでござ

いますので、また委員各位においてはいろんな角度からご支援なり、また応援のほうよ

ろしくお願いをしていきたいというように思います。 

  それと、今もありましたけれども、今度ちょっと残念なお話でございますけれども、

７月１８日に京都アニメーションのそういったところで、京都市伏見区でございますけ

れども、放火殺人事件ということで３４名の方が亡くなったということで、非常に宇治
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田原からも近いところでございますけれども、亡くなられた方に対しまして本当にお悔

やみ申し上げたいですし、また三十数名の方がまだ重軽傷負われているということで、

一日も早い回復のお見舞いを申し上げておきたいというふうに思います。こういったこ

とが今後も、あってはならない事件であってということでございますので、毎日毎日、

いろんな角度から、こういったことについてもしっかり認識をする中で、何か前もって

なかったんじゃないかなというように思っているところであります。 

  そういった中、今日は第２四半期の事業執行状況ということで、各課のほうからそれ

ぞれ報告をさせていただきますので、いろんな角度からご指導賜りたいというふうに思

います。 

  結びに当たりまして、まだ暑さ厳しい、これからますますなりますので、委員各位に

おかれましてはお体には十分ご自愛いただいて、ますますご活躍されますように心から

お願い申し上げまして、簡単でございますけれども、開会に当たりましてのご挨拶とさ

せていただきたいと思います。お世話になりますけれども、どうぞよろしくお願い申し

上げます。以上でございます。 

○委員長（原田周一） ありがとうございました。 

  ただいまの出席委員数は６名でございます。定足数に達しておりますので、直ちに本

日の文教厚生常任委員会を開きます。 

  会議は、お手元に配付しております会議日程により進めさせていただきます。また、

関係資料も配付しておりますので、あわせてご参照願います。 

  それでは、これより議事に入ります。 

  日程第１、各課所管に係ります令和元年度第２四半期の事業執行状況についてを議題

といたします。 

  まず、福祉課所管について説明を求めます。久野村健康福祉部長。 

○健康福祉部長（久野村観光） おはようございます。 

  それでは、令和元年度の第２四半期に係ります福祉課所管分の執行状況についてご説

明をさせていただきたいと思います。 

  事業につきましては、第１四半期と変わらず３事業でございます。 

  まず、最初に障がい者基本計画等推進事業。これにつきましては、自立支援協議会の

あり方検討、またコミュニケーション手段についての現状把握等を進めさせていただい

ておるところでございます。第２四半期の７月から９月におきましては、自立支援につ

きましては推進委員会を８月下旬等にさせていただきまして、設置に向けての協議を昨
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年度に引き続いて行っていきたいと考えておるところでございます。 

  また、コミュニケーション手段につきましての関係につきましては、当事者の意見交

換、当事者と申し上げますのは聴覚、言語障がい者の団体等を今回は予定をしておると

ころでございますが、７月２９日に行わさせていただく予定としております。本町の手

話サークル、また町内在住の聴覚障がい者の方々、また要約筆記、また聴覚言語センタ

ーの職員の皆さん方等、約１０名ほどの人数を予定しておるところでございますが、そ

の意見交換をまずさせていただいて、その後、町内の事業所等へもご協議を願うために

進めていきたいと考えておるところでございます。 

  ２番、３番につきましての障がい者自立支援給付等事業、また障がい者地域生活支援

事業につきましては、障害者総合支援法に基づいております障がい者が自立した日常生

活、社会生活活動ができるように必要となる各種施策を年間通して助成するものでござ

いますので、引き続いて第２四半期につきましても行っていきたいと考えておるところ

でございます。 

  説明につきましては以上でございます。 

○委員長（原田周一） ありがとうございます。 

  ただいま説明が終わりました。 

  これより質疑を行います。質疑のある方は挙手願います。ございませんか。松本委員。 

○委員（松本健治） それじゃ、ご苦労さまです。 

  今、ご紹介といいますかご説明いただいた中で、１番の障がい者基本計画等推進事業

の関係なんですけれども、今のご説明では推進委員会、自立支援協議会のあり方の検討

とコミュニケーションの手段ということでご説明いただきました。コミュニケーション

手段についての部分であったというふうに思いますが、１つは、こういう当事者の意見

交換、それから、その中には聴覚の障がい者、それから手話サークルの関係者での意見

交換を約１０名でということであります。また、その後、事業所ということで、多分こ

れは商工会等と書いていますけれども、そういう関係の皆さんと、受ける側の皆さん方

のご意見もということなんだろうと思いますけれども、私自身、この手話の関係につい

て以前一般質問させていただきました。一番関心のあるところであります。ぜひ、こう

いう形で意見交換をやっていただく、何らかの進展が見られたら非常にありがたいなと

いうふうに思っておりますので、この方向については歓迎であります。 

  ついては、共生のまちという、こういう基本法の中で共生のまち、宇治田原での実現、

宇治田原の実現を目指すと。具体的には、ちょっと大きな話かもしれませんけれども、
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いま一度、どのことを共生のまちという中で目指しているのか。ちょっとわかり切った

ようなことかもしれませんけれども、いま一度ちょっと説明いただけますか。 

○委員長（原田周一） 久野村部長。 

○健康福祉部長（久野村観光） 共生のまちという形でございますが、大変大きく捉まえ

ておるところかと思いますけれども、まず考えておるのは、こういう聴覚障がい、また

その他の障がい等お持ちの方、また健常者の方、そういう方々が常に共に町に住まわれ

てよかったなと思われるような形を目指していくという形ですんで、どのポイント、ポ

イントをとるかというのもなかなか難しいところもございますが、その中の一つとして、

今回、聴覚障がい者の方等の意見交換等をまたさせていただく中、また今後その中の意

見を聞かせていただく中で他の団体との協議も必要かと考えておりますが、まずはそう

いう形で町全体、町の住民の方々全てが共に生活をされるに当たって進めていくことが

まずは一つの共生社会を求めるという形の考えかなと今考えておるところでございます。 

○委員長（原田周一） 松本委員。 

○委員（松本健治） その点、結構ですが、実は去年の３月の定例会で質問させていただ

きました。このときに、いろんな皆さん方のご意見を聞いたり、それから、そのときの

現在の各金融機関だとかいろんなスーパーだとか、そういうところを私ずっと歩きまし

ていろいろ聞きました。特に、聴覚障がいをお持ちの方についておっしゃったのは、や

はりそういうところへ行きたいんだけれどもなかなか、やはり住民の、ほんまの皆さん

方もそうなんですが、お店なりそういう受けていただく皆さん方に対してやっぱり物す

ごく気づかいを持っておられまして、非常に迷惑的なことがかかったり、出にくいとい

うような声がありましたので、私も、特にやはりその点強調されていましたので、でき

るだけそういう皆さん方が出歩き、自由に買い物も行けたり、何かできる、金融機関に

も行けるような地域であってほしいなという思いで私やらせてもらいました。 

  いろんな準備で、今日こういう形でお出しいただいたことについては、もうかなりの

前進であるんで大歓迎なんですが、やはりもう少し敏感に対応してほしいなと、感受性

を豊かに持ってほしいなというのが今、一方ではそういう思いもございます。ただ、前

向きに進むということについては大歓迎でありますので、十分、こういう意見交換で皆

さん方のご意見をお聞きして、ぜひ取り組んでほしいというように思っております。 

  ついては、スケジュール的に、２９日、これ第１回目やるんでしょうけれども、その

先、こういうことで私が言いましたように、去年の３月からもう言うてもこれだけたっ

ているわけで、この後どうされようとするのか。２９日はわかりました。その後の展開
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をちょっと確認しときたいと思います。 

○委員長（原田周一） 久野村部長。 

○健康福祉部長（久野村観光） まず、日程が確定しておるのは７月２９日の意見交換の

日程だけでございますが、その後の執行状況、書かせていただいておりますように商工

会、町内の事業所という意味で捉まえていただいたら結構だと思いますけれども、そう

いう団体との協議も８月、９月で行う中で状況の一定の整理をして、３月の一般質問の、

松本委員の質問にあった答弁のところにもありますように条例の制定を視野に入れてと

いう形を答弁させていただいていますので、そういう方向性を持ちながら年内、また年

度内に一定の方向性を出していきたいと考えておりますので、ご理解いただきたいと思

います。 

○委員長（原田周一） 松本委員。 

○委員（松本健治） わかりました。 

  一応、８、９月にそういう次の事業所とか含めた協議ということで、その後、年度内

を目処に取り組んでいくと、そういうことだと思いますので、ぜひよろしくお願いした

いと思います。 

  ただ、そのときに、私まだいまだに印象として残っているのは、京都府の動きも確か

にありました。手話の言語条例の動き、京都府はありました。当時の部長が何を言うた

かというと、京都府でやるんで、もう一緒ですからうちはあまり取り組みませんという

消極姿勢でした。そういう感覚は、私は、誰に聞いても京都府がやったらそれぞれの自

治体オーケーなんだ、そういう条例が適用されるというのは、こんなこと考えられない。

でも、平気で言うてたんです。やはり、そういう認識がちょっとこういうずれが起こっ

ているようなこともありますので、今後絶対ないように、もう少しその点については敏

感に対応してほしいなというふうに思いますので、一応これは申し上げておきたいとい

うふうに思います。この件は以上です。 

○委員長（原田周一） ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（原田周一） ないようですので、これで福祉課所管の質疑を終了いたします。 

  次に、介護医療課所管について説明を求めます。廣島介護医療課長。 

○介護医療課長（廣島照美） それでは、令和元年度第２四半期の介護医療課所管分の事

業執行状況についてご説明させていただきます。 

  １つ目、国保特会、特定健康診査等実施事業でございます。 
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  ７月から実施開始となりまして、９月末まで実施予定でございます。９月末に受診勧

奨をさせていただきまして、１０月、予備月設けさせていただいて受診期間の延長を図

る予定でございます。 

  次に、２つ目、こちらも国保特会の生活習慣病予防対策事業でございます。 

  以前からの継続で、平成３０年度の保健指導対象者に対しまして継続指導分として

９月末まで保健指導を実施予定でございます。また、９月末ごろになりましたら本年度

の事業分につきまして業務委託契約をさせていただき、健診結果が戻ってきましたら随

時抽出しました対象者に１１月以降随時案内のほうを送付させていただき、１１月から

来年３月まで保健指導訪問の予定でございます。 

  次に、３つ目、国保特会の健康意識啓発事業でございます。 

  ７月末から、過去、健診未受診等への訪問受診勧奨を実施予定でございまして、こち

らが今年度から事業開始させていただく事業となっております。 

  実施期間、７月から９月ということで、健診の周知ですとか健診未受診理由の把握、

また健診受診の大切さについて認識を深めてもらいまして、自己健康管理のため継続し

た健診受診につなげることを目的として実施させていただきます。 

  臨時職員の看護師を雇用しまして、国保データベースシステムで抽出しました４０、

５０歳代の若年層、この年齢層が本町、特定健診で受診率が低い階層となっておりまし

て、そういったところが課題と捉え、４０歳、５０歳代の方、５年以上の健診等未受診

者、また生活習慣病での医療機関受診歴にない方に対しまして個別訪問によりまして健

診受診を勧め、若いうちからの健診受診の習慣化を図る予定でございます。 

  次期以降につきましては、健診受診者で特定階層者への個別訪問であったり、健康リ

ーフレット、健診受診者へ健康リーフレットの送付予定でございます。 

  次に、４つ目の後期高齢者健康診査事業でございます。 

  こちら、先ほど、１つ目の特定健診と同様事業実施しているものでございまして、受

診期間を７月１日から９月末まで設けさせていただいておりまして、また９月末に受診

勧奨をさせていただいて、１０月、予備月で受診期間を延長させていただくということ

でございます。 

  次に、５つ目、介護保険特会の認知症初期集中支援推進事業でございます。 

  こちらも４月からチーム支援のほうを実施させていただいておりまして、認知症が疑

われる適切なケアが受けられていない方等に対しまして、短期間で集中的にかかわり適

切なケアや医療につなげていくものでございまして、今年度につきましては、現時点で
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１件、支援のほうをさせていただいている状況でございます。次期以降については、認

知症初期集中支援チーム検討委員会を来年２月に開催予定でございます。 

  次に、６つ目、介護保険特会、介護予防・日常生活支援総合事業でございます。 

  通年で介護予防・生活支援サービス事業、また一般介護予防事業のほうを実施してお

ります。そのほか、健幸キッチン、食に関する介護予防ということで健幸キッチンのほ

うも実施しておりまして、こちら、全２回７月実施しております。第２回を７月上旬に

実施させていただきまして、１５人定員でして、１５人受講された状況でございます。 

  また、次期以降については男性限定の健幸キッチンを全２回、１１月から１２月に実

施予定でございます。 

  説明につきましては以上ございます。 

○委員長（原田周一） 説明が終わりました。 

  これより質疑を行います。質疑のある方は挙手願います。ございませんか。山内委員。 

○委員（山内実貴子） ありがとうございます。 

  特定健診等、また健康意識啓発にもつながると思うんですが、先ほどご説明ありまし

た４０歳から５０歳代の方の５年間未受診、また通院もない人に対して啓発されるとい

うことで、具体的にどれぐらいの人数のことを言われているのかお聞きしたいと思いま

す。 

○委員長（原田周一） 廣島課長。 

○介護医療課長（廣島照美） ＫＤＢシステムのほうで４０歳代から５０歳代の方、また

過去５年間健診未受診者で生活習慣病の医科受診なしの方を抽出しましたところ

１１５人の方が抽出されまして、その方に対しまして訪問で受診勧奨のほう実施したい

というふうに考えております。 

○委員長（原田周一） 山内委員。 

○委員（山内実貴子） それはいい取り組みやとは思うんですが、４０歳代、５０歳代と

なるとやっぱり結構働き盛りというか動いていらっしゃる方も多いかと思うんですが、

そのあたりで訪問というのに平日等で対応できるのか、また休日等も考えておられるの

かお聞きしたいと思います。 

○委員長（原田周一） 廣島課長。 

○介護医療課長（廣島照美） 今ご指摘いただいたようなことも考えられるかとは思いま

すけれども、今考えておりますのは平日の日中の受診の予定でございます。また、町内

の商業されている方で国保の方もおられると思いますので、まずは訪問させていただい
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て未受診の状況等も、理由等も把握する中で今後また対応、検討もしていきたいという

ふうに考えております。 

○委員長（原田周一） 山内委員。 

○委員（山内実貴子） 健診を受けられていないことはちょっと心配なところはあるんで

すが、生活習慣病の通院もないということで、ちょっとむしろ健康には気をつけておら

れる方が多いのかもしれませんが、訪問されてみて、またその状況で本当にその方たち

がどうなのかということをまたしっかりと検証していってあげていただきたいと思いま

す。よろしくお願いします。以上です。 

○委員長（原田周一） ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（原田周一） ないようですので、これにて介護医療課所管の質疑を終了いたし

ます。 

  次に、健康児童課所管について説明を求めます。立原健康児童課長。 

○健康児童課長（立原信子） それでは、健康児童課所管の事業執行状況について報告さ

せていただきます。 

  ３ページ目をごらんください。 

  １つ目、子ども・子育て支援事業計画策定事業です。 

  こちらのほうは、今年度末が計画期間の終了時期となっております。本町の子ども・

子育て支援事業計画の第２期の計画を前年度から２カ年かけて策定しているものです。

現在は、アンケートに基づいたニーズの確認と今までの事業の実績を踏まえまして確保

の方策、需要量の推計、目標量設定ということを行っております。今後、計画素案の作

成に入りまして、今年度末には素案を固めまして、来年度、来年頭にはパブリックコメ

ントの実施を進めていきたいと考えております。 

  ２つ目、少子化対策推進事業です。 

  こちらのほうは、庁内の若手職員を中心に組織しましたプロジェクトチームによりま

して今年度には町内を観光できるような、仮称でデートマップとしておりましたが、若

いカップルだけではなくていろんな世代、特に今後宇治田原で子育てをしていただける

２０代、３０代の方を中心に見ていただけるようなお出かけマップの策定を予定してお

ります。今現在、プロジェクトのメンバーで町内の出かけていただきたいスポットなん

かをいろいろ、それぞれが巡りまして、こういうところがいいということを抽出してい

る状況です。また、プロジェクトの会議を重ねましてマップの作成にかかっております。 
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  ３番目、健康増進計画策定事業です。 

  こちらは、来年度、令和２年度末が計画期間の終了になりますので、こちらの第２期

の計画の策定をするものです。今年度はアンケート調査を実施したいと考えております

ので、アンケート調査に向けたまず事業者の確定を第２四半期では行っていき、事業所

が決まりましたらアンケート実施に向けた協議を進めてまいりたいと考えております。 

  ４つ目、月１ウォークチャレンジ８８００事業です。 

  こちらのほうは、今年度入りましてからコースの下見とか各回の中身について検討を

重ねてまいりました。８月の広報にはチラシを載せたいと思っておりますので準備をし

ております。当初の予定より１回多い９月からのスタートで、全７回の内容とさせても

らって、最終、７回終わりましてから、３月の末、今のところ最後の日曜日を検討して

おりますが、皆さんどなたでも、事業に参加された方以外でも参加できるような、ちょ

っとプチウォーキングの事業を、イベントを開催する予定としております。事業には大

体４０名程度の募集をかける予定としております。 

  ５つ目、各種がん検診事業です。 

  こちら、前立腺がんにつきましては６月末に個別通知を行いまして、７月、事業周知、

受け付け開始しておりまして、１０月末までとなっております。乳がん・子宮頸がん検

診の無料クーポン、対象者、個別に通知させていただきまして、そちらのほうが、乳が

んのほうが４０歳で４６名、子宮頸がんのほうが二十歳の方で４３名となっております。 

  また、肺・胃・大腸がんにつきましては集団検診で、１１月２７、２８。乳がんの集

団検診が１２月２、３、４を予定しております。乳がんの検診につきましては、個別の

対応も前年度からしておりますので、１１月１日から２月２９日で各医療機関で受診し

ていただけるということです。実施しております。子宮頸がんにつきましては、全て個

別で、１１月１日から２月末までの範囲内で個別の医療機関で受診していただくという

ことになっております。 

  説明につきましては以上です。 

○委員長（原田周一） 説明が終わりました。 

  これより質疑を行います。質疑のある方は挙手願います。山内委員。 

○委員（山内実貴子） ５番の各種がん検診事業なんですが、毎年取り組んでいただいて

いて、特に子宮頸がんの無料クーポンが、二十歳の方を対象ということで、今年も

４３人というふうに対象者がなっていますが、若い方でなかなか子宮頸がんの検診を受

けるということがどうなのかなと、ちょっと難しいところもあるのかなと思う中で、今
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までの経過もちょっとお聞かせいただきながら、今回、特に行っていただけるような何

か取り組みがあるのかどうかもお聞きしたいと思います。 

○委員長（原田周一） 立原課長。 

○健康児童課長（立原信子） 子宮頸がん無料クーポンにつきましては、今おっしゃって

いただきましたように、どうしても二十歳の若い方という形で敷居が高いなというふう

に思われているというふうに感じております。実際利用される方も非常にまだ少ないで

す。今年度ちょっと実施できなかったんですが、それの状況を踏まえまして内部で話を

していた中では、例えば成人式のときにお話しをさせていただくというかチラシを配る

というようなことをしていくとか、個別にその年代の方にアプローチできるという場を

検討していく必要があるなということで、去年度の実績を見ながら内部で話をしている

ところです。 

  また、子宮頸がん、非常にピンポイントで女性の方になりますので、大きく広く周知

というのもなかなか難しいんですけれども、いろんな機会を捉えられないかというよう

な視野を持って事業の中身を検討していくべきかなと思っておりますので、今後、何か

新たな取り組みを考えていくというふうにしていきたいと考えております。 

○委員長（原田周一） 山内委員。 

○委員（山内実貴子） ありがとうございます。 

  なかなか、ほんまに二十歳の方にこの検診を受けてもらえるということが難しいでし

ょうし、特にクーポン券がぽんと送られてくるという形なので、なかなかほんまに、来

たから行こうというふうにはならないことが多いのかなと思います。ぜひ、何か行って

いただけるような、やっぱり若いときにそうやって検診を受けるということをされると、

その後のいろんな検診に対しての受診の意識もまた高まっていくかなと思いますので、

ぜひそういう、まずとっかかりの、検診に対しての意識づけも含めて取り組みをお願い

したいと思います。以上です。 

○委員長（原田周一） ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（原田周一） ないようですので、これで健康児童課所管の質疑を終了いたしま

す。 

  以上で、ただいま出席の所管分に係ります第２四半期の事業執行状況についてを終了

いたします。 

  これで、日程に掲げております、ただいま出席の所管分の令和元年度第２四半期の事
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業執行状況報告を終了いたしますが、その他、委員から何かございましたら挙手願いま

す。松本委員。 

○委員（松本健治） １点、この７月１日から行政機関など原則禁煙と、受動喫煙の関係

でこういうことがございます。実質２段階に分かれて、明年の２０２０年から正式に、

７月１日からという、そういう段階的な取り組みがされていますが、詳しくはまた私、

別でやりたいなというふうに思っています。ただ、喫緊のことで申し上げておくと、こ

の６月にこの敷地内のガレージの前でたばこを職員が吸っていたというのを見ました。

実に論外な話なんです。それを見て、私も直接注意をさせてもらいましたけれども、ち

ょっと気になったのは、こういう感覚がまだ職員の中で残っておるという、こういうこ

とが問題やなというふうに思ったんです。敷地内はオーケーというような解釈もあるよ

うですけれども、多くの自治体では敷地内であってももうやめておこうという取り組み

をされています。これ、何か誤報か何か知りませんけれども、６月２３日の朝刊に敷地

内喫煙所縮小ということと、全面廃止は５町村、５町村の中に宇治田原町入っているん

です。これ、誤報ですか。それだけ聞いておきたいなと思います。まず。 

○委員長（原田周一） どなたが答弁してくれますか。 

○委員（松本健治） 副町長どうでしょうか。 

○委員長（原田周一） 副町長。 

○副町長（山下康之） ただいまのご質問でございますけれども、６月の発表されている

中のこれについては、本町においては敷地内については全面禁煙ということで前に出さ

せていただいているのは事実でございます。以上です。 

○委員長（原田周一） 松本委員。 

○委員（松本健治） ということは、それに基づいて職員にはそういう旨を通知、指導さ

れているという解釈でいいんですか。 

○委員長（原田周一） 山下副町長。 

○副町長（山下康之） ただいまのご指摘でございますけれども、おっしゃるとおり、本

町においても今日までの中でそういった対策委員会を設ける中で職員相互の意見を聞き

ながら協議をしてきたというような経過もある中で、そういった方向で進めていくとい

うことで、全ての職員がその旨理解した上でいっておりますので、大変、今報告があっ

た内容は、お聞きしまして非常に残念やったというように思っておるところでございま

す。以上でございます。 

○委員長（原田周一） 松本委員。 
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○委員（松本健治） 今日のこの場についてはその確認だけであれなんですけれども、要

するに受動喫煙という問題と、それから喫煙者の健康被害という、そういう問題。ただ、

一方、たばこ税の問題だとか行政の側にとってはそういうこともあるんですけれども、

全てが直接影響あるとは言えませんけれども、たばこが与える悪影響による健康的な害

による、それを一挙にはなりませんが是正をしていこうということでこういうことをや

かましく医療機関からも言われているんです。だから、ちょっとそういう目で今後も取

り組んでいただきたいなというふうに思っています。 

  それから、今後、新庁舎、これもう明年度から新庁舎を活用するわけですけれども、

ああいう場所で今後どうするのかということ。それから、私どもの中にはやすらぎ荘、

それから文セン、それから体育館、それから水道、給食センター、それぞれあるんです。

これについては、私ももう既に調査しましたけれども、いろいろです。正直な話。です

から、ちょっと改めてこれは違う機会に質問しますけれども、やっぱりちょっと何か筋

が通っていないというか、そういう対応をされているなというふうに思っておりますの

で、その点については一応申し上げて、今日はもう結構ですわ。 

○委員長（原田周一） ほかにございませんか。谷口議長。 

○議長（谷口 整） ここに資料、令和元年１０月１日から幼児の無償化の資料がついて

いるんですけれども、この説明はないんですか。 

○委員長（原田周一） これ、次に。 

○議長（谷口 整） 今、もうその他じゃないの。 

○委員長（原田周一） いやいや、その他でいいんですけれども、無償化は、これは説明

はやってもらいます。予定しています。 

○議長（谷口 整） それはそれでいいです。 

  今と同じような観点で質問してもいいですか。 

○委員長（原田周一） どうぞ。 

○議長（谷口 整） 先ほど健康児童課のところで言うべきかどうか悩んだんですけれど

も、少子化対策推進事業で庁内のプロジェクトで今いろいろ検討されているというお話

があったんですけれども、私、以前から移住・定住、また空き家対策、それらも一体的

に人口を増やすための手法なん違うかなと。それを庁内全体でそういうプロジェクトな

り立ち上げられへんかなというのを聞いたですけれども、どうもまだ個別にそれぞれの

セクションでやっておられるようなんですが、昨日も５次総の前期基本計画の見直しが

今回あるという話の中で、人口フレーム、２０４０年の１万人、これにとてもやないが
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届かん状況やということの話も出ていました。今、７月１日現在で９,２００何人しか

今町の人口ない中で、やはりこの少子化対策、それだけではないですけれども、少子化

対策、また移住・定住、空き家対策、そのあたりというのは非常に連動する問題だとい

うふうに思うんです。だから、そこらの統一的なプロジェクト的な考え方はどうなんで

しょうか。 

○委員長（原田周一） 山下副町長。 

○副町長（山下康之） ただいまのご質問でございますけれども、まさにそのとおりでご

ざいまして、非常に移住・定住は、これはもう非常に重要な話であり、今特に、おっし

ゃったように第５次総合計画の見直しを進めている中での人口フレーム、これ非常に大

事なことでもあり、やはりそういった対策をすることによって人口を増やしていくと、

こういうことが非常に大事な点でございますので、そういった点をうまく、健康児童課

だけでなく、横のつながりもしっかりつくる中でそういう対策を講じながら人口増につ

なげていきたいというふうに思っておりますので、今個々にいろいろとやっていただい

ておりますけれども、最終的にはやはり統計とつながってやっていきたい、こういうふ

うに思いますので、よろしくお願いしたいというように思います。 

○委員長（原田周一） 谷口議長。 

○議長（谷口 整） 今の答弁では、そしたらまあまあ少子化対策も移住・定住も、また

空き家対策もトータル的に考えるプロジェクトを立ち上げるという理解でいいんですか。 

○委員長（原田周一） 山下副町長。 

○副町長（山下康之） それは非常に重要なことでもございますので、そういったものを

うまくできるようなそういう組織的なものを含み対応はしたいと、このように思ってい

るところでございます。以上でございます。 

○委員長（原田周一） 谷口議長。 

○議長（谷口 整） 全国的に人口が減っていく中で、とてもやないが１万人の町の、

２０４０年なかなか厳しい状況にある中で、やっぱりこの辺、先ほどからくどいようで

すけれども、それぞれの課でやっているんではなく１つの組織、組織がいいんかプロジ

ェクトチームがいいんか何かわかりませんが、その中で十分議論していただいて少しで

も人口を増やす、その努力はしていただきたいと、そのことだけお願いしておきます。 

○委員長（原田周一） ほかにございませんか。 

  どうぞ、松本委員。 

○委員（松本健治） 先日、先ほどちょっとございましたけれども、文厚で視察に寄せて
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いただいて、富山の朝日町と石川の内灘町という中で、私、常にちょっと気になってい

るところでシルバー人材センター、朝日町についてはシルバー人材センターの関係が、

まあまあ４０％という高齢化比率がありましたので、かなり熱心に取り組んでおられる

なということを思いました。そんな中で、向こうも、私どもの宇治田原町も会員数が頭

打ち状態であるというのは共通しているなというふうに思いますが、そういう場で聞い

たから余計に思うんかもしれませんけれども、それなりにいろんな取り組みをやってお

られるということで、住民の皆さん方の、高齢者の皆さん方のニーズに合った取り組み

を、そういう自主的な展開によって図っていこうと、こういうことをやっておられまし

た。それには、例えばいろんな支援、買い物の支援といいますか、そういう地域を回る

というような形で取り組みもされておりましたので、ぜひ、何かそういうような、私ど

ものシルバー人材センター自身が全くだめだと言うわけじゃないんですが、よりちょっ

と次の活性化を目指して取り組みをするのに、いろんなところのあれも見聞きされてい

るんでしょうけれども、それも非常に熱心にやっておられたなと。 

  それと、もう一つ、まだ成果は出ていないと言うていましたけれども、紹介者に報奨

制度というのをつくったり、いろんなそういう取り組みをやっておられましたので、ぜ

ひシルバーセンターもいろいろ、非常に難しいことやと思うんですが、活性化に向けて

の町当局からのアドバイスもぜひお願いをしたいというふうに思います。どうでしょう

か。 

○委員長（原田周一） 廣島課長。 

○介護医療課長（廣島照美） 本町のシルバー人材センターにおいても、なかなか会員の

確保が難しいということで、ただ、会員の確保には口コミでの会員確保が一番有効なん

じゃないかということも考えていろいろ取り組んでいただいているところでございます。 

  今、松本委員のほうからご紹介いただいた買い物支援であったり、紹介者に報奨制度

もあるということでお伺いもしまして、またいろんなやり方も研究する中で、またシル

バー人材センターのほうに理事として出席もさせていただいていますんで、いろいろお

声かけもさせていただきたいなというふうに考えます。 

○委員長（原田周一） 松本委員。 

○委員（松本健治） いろいろ難しい中で取り組みされているんで非常に厳しいこととは

思いますけれども、町からもそのような補助をしているわけでございますので、ぜひ出

席されたときにはそういう対応をお願いしたいというふうに思います。 

  次に、敬老会の関係も福祉ですね。 
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  敬老会もこの朝日町では１０地区に、もう地区に委託して実施しているというような

ことがあって、近くの公民館なりその関連の建物に、全体で集合してもらうんじゃなく

て、その地区でそこに支援する。人的なりいろいろそういう費用の問題もあるかもしれ

ませんけれども、詳しくはちょっと聞ける時間がなかったんですが、やはりその中には

民生委員さんなり、向こうは自治振興会というような呼び方されておりましたけれども、

もう少しいろんな方がやっぱり皆さん方の敬老をお祝いするという。町が全体の中でお

祝いするんじゃなくて、地域の方がそういう取り組みをされて町がサポートしている。

こういうようなことだったというふうに思いますけれども、これもちょっと、スペース

的な問題も確かにあるんですが、やはり皆さん方が動くのがなかなか厳しいということ

が。いろんな地域から体育館のほうへ動くのがしんどいというようなこともありますの

で、そういう場を通じて地域のつながりだとか交流だとか、こういうことにつなげてい

っておられるんだなと思いますので、ぜひ、すぐに対応ができるかどうかというのは難

しいかもしれませんけれども、これもなかなかそれもいいことかなという、ちょっと大

きい目で見た場合はあるなというふうに感じました。どうでしょうかね。 

○委員長（原田周一） 廣島課長。 

○介護医療課長（廣島照美） 敬老会につきましては、近隣の市町の状況であったり、本

町で把握する中で今後どういった展開が考えられるのかなというのは今までからも考え

てきたところではございます。今いろいろご紹介もいただきましたような件も、また研

究させていただく中で今後検討させていただきたいというふうに考えております。 

○委員長（原田周一） よろしいですか。 

○委員（松本健治） 以上、よろしくお願いします。 

○委員長（原田周一） その他、委員のほうからございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（原田周一） それでは、当局のほうから。立原健康児童課長。 

○健康児童課長（立原信子） お手元に資料をお配りしております。健康児童課からの資

料というところで、先日ありました内閣府の説明会の資料をそのままちょっと使わせて

いただいております。そちらのほう、個別の対象者さん、住民さん向けの資料となって

おりまして、わかりやすいものですのでこれをちょっと抜粋させていただきました。 

  １０月から予定されております幼児教育の無償化についてご説明する機会が持てませ

んので、この場を活用させていただいて簡単に今の流れを説明させていただければと思

っております。 
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  今、国のほうで推し進められている内容としましては、幼稚園、保育所、認定こども

園を利用する子どもたちに対しまして、３から５歳までの全ての子どもたちの利用料、

いわゆる保育料が無償化されます。本町の場合は保育所ですが、保育所に関しましては

３から５歳が無償化、幼稚園に関しましては、新制度に移行している幼稚園また認定こ

ども園等は全て、応能負担になっております保育料については無償化なんですが、幼稚

園の新制度に移行されていない幼稚園につきましては月額上限２万５，７００円までと

なっております。 

  また、通園費、食材費、行事費など、これまでから保護者の負担になっておりますも

のはそのまま保護者負担になりますので、全ての費用が完全無償化ということではあり

ません。特に、食材費の部分ですが、本町におきましては本来主食費の部分も今まで子

育て支援の一環ということで無償の対象としておりましたが、今後、国のほうでは食材

費、主食費も副食費も含めて無償化対象外となっておりますので、その中身を本町とし

てどうしていくかを今検討しておりますので、また方向性が決まり次第ご報告させてい

ただければと思っております。無償化の対象外と国がしております副食費等の部分に関

しましても、第３子の子どもたちについて、年収３６０万未満世帯の子どもたちの第

３子は無償という形で、非常に国のほうでは複雑なものになっておりますので、その中

身も一定整理をしていきたいと考えております。 

  また、０から２歳の子どもたちについてはこれまでの考え方を踏襲されまして、住民

税非課税世帯を対象として利用料が引き続き無償とされます。対象となる施設につきま

しては、幼稚園、保育所、認定こども園に加えまして、地域型保育、企業主導型保育事

業も同様に無償化の対象となっております。 

  続きまして、これまでと違うところで言いますと、幼稚園の預かり保育を利用する子

どもたち、今は幼稚園に行かれていまして、また幼稚園の教育、保育時間が終わりまし

た後の時間を預かり保育ということで利用されている方がいらっしゃいます。その部分

につきましても、最大月額１万１，３００円までの範囲の預かり保育の利用料が無償化

されます。こちらを無償化の対象とするには保育の必要性の認定ということが必要とな

ってきますので、今までは幼稚園に認定を受けずに、移行されていない幼稚園に行かれ

ていたお子さんで就労を理由として行かれていたお子さんもいらっしゃいます。その方

は、幼稚園と預かり保育を利用されていたわけですが、預かり保育部分の給付金を受け

るためには保育の必要性の認定ということが改めて必要となってまいります。 

  また、認可外保育施設に関しましても無償化の対象となってまいります。こちらに関
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しましても保育の必要性ということが大前提になってきますので、就労等の理由により

保育の必要性がある方で保育所、認定こども園等を利用できない方に対しましては認可

外をやむなく利用する場合も対象となりますので、こちらは月額３万７，０００円まで

が対象となります。例えばですが、いろんな認可外保育所、１カ所だけではなくて複数

利用する場合も、最大合わせまして３万７，０００円。また、０から２歳までの住民税

非課税のお子さんも同様に４万２，０００円までの利用料が無償化されるということに

なります。 

  幼児教育の保育の無償化の主な例というのがちょっと図式ではありますが、３から

５歳の保育の必要性に該当する場合は幼稚園、保育所、認定こども園になります。 

  最後に、さらに追加されまして、就学前の障がい児の発達支援を利用する子どもたち

につきましても３から５歳までの利用料が無償化とされます。就学前のお子さんで発達

支援の施設等を利用されているお子さんの利用料が対象となります。 

  この図式で言いますと、幼稚園、保育所、認定こども園、就学前障がい児の発達支援

が無償。さらに、幼稚園の預かり保育を利用される場合は幼稚園の利用料に加えまして

１万１，３００円まで月額対象となってまいります。また、幼稚園、保育所等の施設が

利用できない場合の認可外保育施設、幼稚園等、認定こども園等と就学前の障がい児発

達支援を両方利用される場合は、合わせましてともに無償化になります。 

  ３から５歳の保育の必要性に該当されない方は、幼稚園、認定こども園、または就学

前障がい児の発達支援を利用されている方は同じく無償となりますが、新制度に移行さ

れていない幼稚園につきましては月額２万５，７００円までとなります。また、こちら

のほうも幼稚園とあわせまして就学前の障がい児発達支援を両方利用されている場合は

ともに無償化の対象になりますが、幼稚園のほうは月額２万５，７００円までとなって

おります。 

  大まかな方向性としましては、この中身で国のほうが進められています。本町のほう

も１０月以降、こちらのほうに沿いまして無償化を進めてまいりたいと考えております。

今現在では、本町の場合は保育所もしくは私立の移行されていない幼稚園、または認定

こども園ご利用ですので、移行されていない幼稚園ご利用の方につきましては新たな、

少し認定ということが出てまいります。そちらのほうも今教育課のほうで整理をされて

いますので、また一定全ての内容を整理しまして広く周知ということと、あとは施設を

利用されている方に対しまして個別周知。今検討しております副食費の件も含めまして、

確定しましたら早い時期に周知を進めてまいりたいと思いますので、決まり次第またご
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報告をさせていただきたいと考えております。 

  説明につきましては、大まかですが、以上です。 

○委員長（原田周一） ありがとうございます。 

  ただいま担当課のほうから幼児教育無償化について説明がございました。ただいまの

説明のとおり、まだこの本町におきましては庁内で国の基準に基づいてこれから詳細を

検討していくということでございますので、今日のところは情報提供のレベルというこ

とでご理解お願いいたします。 

  また、担当課におかれましては、今後さまざまな詳細、検討事項の進捗によりまして、

随時この委員会で報告していただきますようお願い申し上げます。 

  これで、ただいま出席の所管に係る事項を終了いたします。 

  ここで、職員入れ替えのため暫時休憩いたします。 

休  憩   午前１１時０２分 

再  開   午前１１時０５分 

○委員長（原田周一） それでは、休憩前に引き続き会議を始めます。 

  教育委員会所管分に係る事項について始めます。 

  まず、学校教育課所管について説明を求めます。岩井学校教育課長。 

○学校教育課長（岩井直子） それでは、失礼いたします。学校教育課に係ります第２四

半期事業執行状況についてご説明を申し上げます。 

  まず、最初に、小中一貫教育推進事業でございますが、こちらにつきましては、クリ

エイト会議を立ち上げまして、今後８月下旬から９月中旬にかけまして３つの各専門部

会での協議を開催する予定でございます。 

  続きまして、２番目の寺子屋「うじたわら学び塾」運営事業でございます。 

  こちらにつきましては、既に夏季休業期間中に入っておりまして、７月２０日から

８月２１日までの間、寺子屋「うじたわら学び塾」を運営いたします。今現在でござい

ますが、１０の講座に対しまして申し込みのほうが１１６名来ている状況でございます。 

  続きまして、３番目の幼稚園教育の振興事業でございます。 

  こちらにつきましては、従来の就園奨励費の補助金の交付決定のための事務作業を行

っております。また、あわせまして１０月からの利用料の無償化ということで、施設の

利用給付の申請書類の配布をしておるところでございます。こちらにつきましては、利

用料を無償化する場合、町の認定作業のほうが必要となってまいりますので、そちらの

認定手続のほうでございます。 
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  続きまして、４番目の小中学校校内ネットワーク運営事業でございます。 

  こちらにつきましては、６月に指名競争入札におきまして業者を決定し、夏季休業期

間中に既存機器の一括の新規更新であったり、タブレット導入、システムの保守の契約

等を行いまして、９月１日からの運用開始を予定しているところでございます。 

  学校教育課につきましては以上でございます。 

○委員長（原田周一） 説明が終わりました。 

  これより質疑を行います。質疑のある方は挙手願います。垣内委員。 

○委員（垣内秋弘） それでは、何点かお聞きしたいと思います。 

  まず、１つ目の小中一貫教育推進事業でございますが、いよいよ具体的にクリエイト

会議、メンバーも決まって、これから立ち上げていろんな課題における、諸課題をこれ

から論議されて決めていかれると思うんですが、まず、８月から各専門部会での協議に

なっていますが、これは一応公開、非公開どっちなんでしょうか。 

○委員長（原田周一） 岩井課長。 

○学校教育課長（岩井直子） 公開を予定しております。 

○委員長（原田周一） 垣内委員。 

○委員（垣内秋弘） 日程とか細部内容につきましてはホームページか何かで開示される

んでしょうか。 

○委員長（原田周一） 岩井課長。 

○学校教育課長（岩井直子） 日程の調整ができ次第、順次ホームページ等で開示をさせ

ていただきます。 

○委員長（原田周一） 垣内委員。 

○委員（垣内秋弘） それでは、クリエイト会議等今後いろんな進行するに当たって、議

会においては特別委員会等々も設置しておりますし、そちらとの関係でいきますと、タ

イムリーな情報交換とか、あるいはまた問題提起とかが必要であろうと思います。やや

もすると、議会のほうにおいては何か報告を受けるような感じになったりするときもあ

りかねないんで、そこら辺は、報告は報告で、クリエイト会議の中身を尊重するという

のは当然の話なんですが、そこで議会としてある程度問題提起なり、あるいはまた意見

を言うようなことがあれば、その内容についても十分やっぱり反映していかないかんと

いうふうにも思いますが、そこら辺のタイミングとか、今後、議会との、特別委員会の

関係とか、クリエイト会議があればすぐ報告とか、いやクリエイト会議前にこういうよ

うな論議をするよとか、そこら辺の情報交換について少しお聞きしたい。 
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○委員長（原田周一） 岩井課長。 

○学校教育課長（岩井直子） 確かに、クリエイト会議と議会との月の関係、開催状況の

関係ございますが、できる限り、この間もそうだったんですが、名簿等、決まったもの

を先にご報告をさせていただくというようなことは進めていきたいとは思っております。

ただ、８月下旬から、今回９月の中旬ということで、できましたら９月定例議会のとき

には何らかのご報告等々させていただけるような日程調整もしておりますので、今後、

議会の開催のときに合わせた形ということでクリエイト会議のほうも運営のほうしてい

きたいというふうに考えております。 

○委員長（原田周一） 垣内委員。 

○委員（垣内秋弘） 当面、９月議会もありますし、当座、接近しているときはいいんで

すけれども、たまたま何もないというようなときもありますと非常に情報が、一方では

どんどん決まっていくし、一方では何もわからないというようなケースも往々にしてご

ざいますので、そういった部分ではタイミングよくその辺を十分連携をとってやってい

ただきたいということと、そこら辺のスタンス、やはり最初が大事ですので、きちっと

準備をしていただいて、そこら辺の考え方を整理していただいて取り組んでいただきた

いというふうに思います。 

○委員長（原田周一） 光嶋部長。 

○教育部長（光嶋 隆） ただいまご指摘いただきました点につきましては、特別委員会

のほうがもう組織されておりますので、これまでも委員長とご相談申し上げながらその

辺の進め方は決めてきておるというふうに思っております。したがいまして、今後もそ

のようなことをまず基本において進めていきたいと思っております。特に、時期的にず

れが生じてしまうということについても、ご相談申し上げる中で、先日、資料を先にお

配りしたというようなこともございますので、そういう点でご理解いただければという

ふうに思います。 

○委員長（原田周一） 垣内委員。 

○委員（垣内秋弘） わかりました。よろしくお願いします。 

  別件で、４番目の件でございますが、今９月１日から実施ということでおっしゃって

いただきました。これ、タブレットなんかの活用については一応５年間のリースという

ことでお伺いしておるわけですが、その辺、間違いないですか。 

○委員長（原田周一） 岩井課長。 

○学校教育課長（岩井直子） 現在のところその予定でございます。 
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○委員長（原田周一） 垣内委員。 

○委員（垣内秋弘） これ、中学校に大体何台ぐらいか。 

○委員長（原田周一） 岩井課長。 

○学校教育課長（岩井直子） 現在３８台の予定をしております。 

○委員長（原田周一） 垣内委員。 

○委員（垣内秋弘） 生徒そのものは年々卒業もして、新しい人も入ってくるわけですが、

それは一応同じ内容のものを申し送って引き継いでいくという使用の仕方で解釈してい

いんでしょうか。 

○委員長（原田周一） 岩井課長。 

○学校教育課長（岩井直子） 使用につきましては、引き継いでいくという形になります。 

○委員長（原田周一） 垣内委員。 

○委員（垣内秋弘） 一応共用ということでいいわけですね。わかりました。 

  初めての取り組みでございますので、そこら辺は生徒のほうも、また指導する先生方

も多少戸惑いとかも発生するかもわかりませんが、やはりスムーズな運営と、ぜひ教学

に役に立っていくということをやはり前提にした取り組みになると思いますので、ぜひ

有効活用していただいて、よろしくお願いしたいと思います。以上です。 

○委員長（原田周一） ほかにございませんか。よろしいですか。松本委員。 

○委員（松本健治） クリエイト会議の関係で、きちっとした対応をされているんだろう

というふうに思いますが、住民公募の関係で、地方紙にああいう内容の投書がありまし

て、非常にちょっと不透明な対応をされたというような何かニュアンスやったと思いま

すけれども、その辺のことについて、住民公募に対して何件に対して何名、これは８名

でしたかね、住民。そういう選出したんですけれども、全部ではあれ何人応募があった

んでしょうかね。 

○委員長（原田周一） 岩井課長。 

○学校教育課長（岩井直子） １５名の方の応募をいただきました。 

○委員長（原田周一） 松本委員。 

○委員（松本健治） １５名中８名ということですね。ただ、ああいう形で載ったこと自

体も、いろんな背景あるんだろうというふうに思いますけれども、あまりこういう内容

で、ああいう形で掲載されたというのはちょっとあまり感じがよくなかったなというふ

うに私自身持っていまして、特に、その応募に対してお返事されたというのは、実際、

現実に何か文書か何かで返事されたんでしょうか。 
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○委員長（原田周一） 岩井課長。 

○学校教育課長（岩井直子） １５名の方、合否の通知をさせていただいたところでござ

います。 

○委員長（原田周一） 松本委員。 

○委員（松本健治） 理由について、そういう内容は、もう合否だけ返事したということ

なんでしょうか。 

○委員長（原田周一） 岩井課長。 

○学校教育課長（岩井直子） 皆様お一人お一人に選ばせていただいた理由等の記載はご

ざいません。全員同じ文章の中で、本町のほうが、年齢であったり地域であったり、現

職であったり過去の職歴等も踏まえて選任させていただきますということの理由を添え

てお送りをさせていただいたところでございます。 

○委員長（原田周一） 松本委員。 

○委員（松本健治） 一応、あの内容を見ていましたら、一方の、ああいう内容を見てい

ましたら、よく理由がわからんみたいな形に書いていましたね。だから、それについて

は、いろんな思いを皆さんお持ちで応募されて来ておられるんで、一方では非常に関心

をお持ちいただいたということでありがたいことだないうふうに思うんですが、あと、

残った思いがああいう投書をされた中で出されましたので、ちょっと不信感というか、

そういうことを持たれた方もいらっしゃるかなというふうに思います。一応、きっちり

対応をいただいたら、私はそれはもう止むを得んだろうと思いますけれども、今後とも、

このテーマが非常に大きな内容だからああいうことも出てきたんだろうと思いますので、

それ以上、確認の余地は私はないと思いますのでしませんけれども、一応きちっと対応

したという、そういう、教育委員会として判断をお持ちだということの理解でよろしい

ですか。なら、結構です。それは。 

  それから、先ほどあった小中学校校内ネットワーク運営事業で、垣内委員のほうから

お話ございましたけれども、３６台ですか、３８台やね。それについては、一応夏休み

の終わりまでに設置されるということですね。私、ちょっとお聞きしたいのは、我々も

ちょっとタブレット自体は扱った経験、私もちょっとはありますけれども、以外のこと

も含めて、やっぱり本町、こういう形で中学校が対応されるというのは非常に我々議員

としても非常に先進的でいいかもしれない、いいという思いを持っているんですが、ち

ょっとこういう文厚の常任委員会なんかでも、タイミング、ちょっといつになるのかわ

かりませんけれども、ちょっとできたら視察をさせてほしいなと思うんですが、その辺
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はどっちに聞いたらええのかわからんけれども、ちょっとそういうふうに思います。 

○委員長（原田周一） 岩井課長。 

○学校教育課長（岩井直子） タブレットの導入につきましては、今現在、夏季休業期間

中に今回のシステムの準備のほうをさせていただくということで、８月７日にタブレッ

トの会社のほうが来ていただきまして、維孝館中学校職員全員が研修を受ける予定をし

ております。これを夏季期間中何回か研修することによって９月１日からの運用開始と

いうことでございますが、運用するに当たって子どもたちに支障のないよう指導できる

ようにということで今現在進めているところでございます。 

  また、今年度、それから来年度と中学校のほうが学びの深化ということで、こういっ

たＩＣＴ関係を使いながら学びを深めていくという授業に取り組んでいるところでござ

います。また、機会がございましたら学校等々と協議をしながら、ごらんいただけると

いうことであれば、また学校と調整のほうは進めてまいりたいとは考えております。 

○委員長（原田周一） 松本委員。 

○委員（松本健治） 結構です。一度また委員長のほうでタイミング、教育委員会と調整

していただいて、行けるようでしたらちょっと拝見させてほしいなというふうに思いま

す。 

  次に、ゲーム依存症というのが今随分いろいろニュース等で出てまいっております。

今、タブレットの話ありましたけれども、私どもの近くの者でも相当な時間最近使って

それをやるもんですから、学力の低下が、これもほかの報道の中でも出ておりますけれ

ども、そういうような症状というのは、現象というのは出ていないかどうか。その辺に

ついては、ちょっとどんなふうな情報をお持ちなのか、ちょっとお聞きしておきたいと

思います。 

○委員長（原田周一） 細矢補佐。 

○学校教育課課長補佐（細矢和彦） ゲーム等、そういったネット関係での学力に与える

影響ということにつきましては、今資料は持ち合わせてはおりませんが、毎年、全国学

力・学習状況調査での質問紙調査というのがございまして、そこでそういった面での質

問も生徒に直接している部分がございます。そういったものを、今年度につきましても

もうじきまた質問紙調査の結果が返ってまいりますので、そういったものを分析もした

上でまたご報告等させていただけたらなというふうに考えております。 

○委員長（原田周一） 松本委員。 

○委員（松本健治） 私は、うちの身内でもそういう状況が見えるんで、最近の場合はゲ
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ーム機自体も家で自分１人がやるんじゃなくて、友達関係とグループでやるわけです。

だから、会話しながらやるわけですよ。時間というのはそんなんで、寄る時間別に要ら

んわけです。そんなことで、１時間、２時間平気で使うというのはあるようです。 

  私もそういうのを見ていて、これ多分学力の低下という、こういう、今、懇談会実施

されていますね。１学期が終わって。このところでも先生からちょっと幾分そういうよ

うなお話をされているようです。依存症による学力低下がちょっと見られるんじゃない

かという、そんな感じです。だから、その辺が、やっぱりもう少し、今細矢さんがおっ

しゃったように情報またあったらということですが、状況としては非常に深刻になりつ

つあるなというふうに私は思っています。それぐらい時間割くわけです。だから、その

辺については、ちょっとこれも意識を持っていただいて、今後ちょっと注意を持って注

視をしていっていただきたいなと。そして、適正な指導を、なかなか難しいんですけれ

ども、していってほしいなというふうに、教育委員会としてぜひお願いしたいと思うん

ですが、どうでしょうか。 

○委員長（原田周一） 岩井課長。 

○学校教育課長（岩井直子） 今ご指摘いただきました件につきましては、教育委員会、

学校のほうといたしましても危惧しているところでございますので、今後、学校での指

導ということもございますし、また家庭との連携ということも、家庭学習の充実という

ことを踏まえまして、連携をしながら進めていきたいと考えております。 

○委員長（原田周一） 松本委員。 

○委員（松本健治） 今、私もそういう強い懸念をちょっと持っていますので、ぜひ、こ

こが持っておればいいんじゃなくて、共通の情報テーマとしてやっぱり我々持っておく

必要があるなと思いますので、今後ともお互いにちょっと注意をしてきたいなというふ

うに思います。以上です。 

○委員長（原田周一） ほかにございませんか。山本委員。 

○委員（山本 精） 先ほどもありましたけれども、小中一貫教育でクリエイト会議の開

催の日にちとか各専門部会の協議ということで、ホームページ等で周知するということ

なんですけれども、今わかっているところとかはないんですか、決まっている日程とか。 

○委員長（原田周一） 岩井課長。 

○学校教育課長（岩井直子） 今現在、部会長と日程調整をしているところでございます。

ただ、通学部会につきましては９月上旬、２日、３日辺りを現在予定しているところで

ございます。 
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○委員長（原田周一） 山本委員。 

○委員（山本 精） 基本的には部会ごとにやるということで、同じ日にやるということ

では今のところは考えていないということか、その辺はどうなんですか。３つの部会を

同じ日にやるということではないんですね。 

○委員長（原田周一） 岩井課長。 

○学校教育課長（岩井直子） 今のところは部会ごとというふうに考えております。 

○委員長（原田周一） 山本委員。 

○委員（山本 精） わかりました。できるだけ、公開ということなんで皆さんが行ける

ようにしてもらいたいと思います。よろしくお願いします。 

○委員長（原田周一） よろしいですか。ほかにございませんですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（原田周一） ないようですので、これで学校教育課所管の質疑を終了いたしま

す。 

  次に、社会教育課所管について説明を求めます。清水社会教育課長。 

○社会教育課長（清水 清） それでは、令和元年度第２四半期事業執行状況、社会教育

課所管分につきまして順にご説明をさせていただきます。 

  まず、１つ目、奥山田化石ふれあい広場交流施設整備・運営事業でございます。 

  ７月１４日日曜日に、平成２９年度また３０年度事業で完成をいたしました化石広場

のオープニングセレモニーを開催したところでございます。また、今年度、施設整備と

いたしまして奥山田ふれあい交流館を活用し、より効果的な展示室を整備するため、化

石の専門家とご相談をさせていただく中でパネル展示、またシンボリックな展示物とし

てイルカの化石のレプリカや模型の製作など展示室の整備について協議、検討を行いま

して、９月の上旬に検討会議を行った上で２月の完成を目指してまいりたいというふう

に考えております。次期以降の予定としましては、小学生などを対象に１１月と２月に

化石体験教室の開催を予定しております。 

  続きまして、２番目、放課後児童育成事業でございます。 

  ７月１６日には支援員の研修を実施したところでございます。７月２６日に交通安全

教室を開催いたします。また、８月１日と２１日には交流イベントといたしまして住民

プールを利用する予定です。また、８月下旬に救命講習、９月下旬に避難訓練をそれぞ

れ予定しております。次期以降につきましては、両施設の交流を図るためスポーツ交流

を予定しているところでございます。 
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  続きまして、３、生涯スポーツ推進事業でございます。 

  第２次生涯スポーツ振興プランの改定に向けアンケート調査の項目を検討し、第２回

推進委員会で協議した上で９月下旬にアンケートを送付し、調査を実施してまいりたい

というふうに考えております。次期以降につきましては、アンケート調査またパブリッ

クコメントを実施し、その結果をもとに推進委員会で協議してまいりたいというふうに

考えてございます。 

  社会教育課所管事項につきましては、以上でございます。 

○委員長（原田周一） ただいま説明が終わりました。 

  これより質疑を行います。質疑のある方は挙手願います。ございませんか。山内委員。 

○委員（山内実貴子） ３番の生涯スポーツ推進事業というか、生涯スポーツに関してな

んですけれども、ちょっとここで質問かどうかわからないんですけれども、オリンピッ

クランナーのことで、募集もされていて、そういうその辺の状況というか情報というの

がありましたらお聞きしたいです。 

○委員長（原田周一） 清水課長。 

○社会教育課長（清水 清） 現在確定しているのは、先日もＦＡＸ等でご案内を申し上

げましたとおり、来年の５月２７日、宇治市の次に宇治田原町が聖火リレーのほうを実

施するということだけが確定しておりまして、それ以外につきましては組織委員会のほ

うから確定し次第情報を公開してほしいという旨の話を聞いておるところでございます。

以上です。 

○委員長（原田周一） 山内委員。 

○委員（山内実貴子） ランナーを募集ということもやっているのは、そのあたりの状況

はどうでしょうか。 

○委員長（原田周一） 清水課長。 

○社会教育課長（清水 清） 聖火ランナーの募集につきましては、京都府実行委員会の

ほうで募集をされておりまして、８月３１日までが期限となってございます。したがい

まして、町のほうでの募集はないんですけれども、あわせましてうちのホームページ等

で京都府実行委員会で募集されている旨の記事の掲載をしているところでございます。

以上でございます。 

○委員長（原田周一） 山内委員。 

○委員（山内実貴子） ありがとうございます。ぜひ、たくさんの方がランナーとして参

加されるように何かまた啓発等もお願いしたいと思います。以上です。 
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○委員長（原田周一） ほかにございませんか。浅田副委員長。 

○副委員長（浅田晃弘） ３番の生涯スポーツ推進事業ですけれども、アンケート調査と

いうことなんですけれども、その対象者はどういう方でしょうか。 

○委員長（原田周一） 清水課長。 

○社会教育課長（清水 清） アンケート調査につきましては、前回、第２次のときにも

振興プラン作成の際に用いた手法で、無作為抽出で行ってまいりたいというふうに考え

ております。 

○委員長（原田周一） 浅田副委員長。 

○副委員長（浅田晃弘） 私、一般質問のほうで生涯スポーツについていろいろ提案もさ

せていただきましたので、その結果、また質問内容、提案させていただいた内容、しっ

かりと受けとめていただいて実施していただきたいな、またそれを振興プランに生かし

ていただきたいなと要望して終わります。 

○委員長（原田周一） 谷口議長。 

○議長（谷口 整） まず、１番の化石ふれあい広場の、先般、７月１４日にオープニン

グのセレモニーがあったんですけれども、これ、あの設備の維持管理はどのようになっ

ていますか。 

○委員長（原田周一） 清水課長。 

○社会教育課長（清水 清） 設備の維持管理でございますけれども、現在、ご存じのと

おり、化石の保管施設と体験施設それから広場があるわけでございますけれども、その

化石、現在保管している化石のほうにつきましても限りがあるということもございます。

今後は、その化石発掘体験も年２回程度、先に募集といいますか、教育委員会のほうで

主催して実施していく中で、そういった運営を今後してまいりたいというふうに考えて

ございます。 

○委員長（原田周一） 谷口議長。 

○議長（谷口 整） ということは、例えば個人的に化石の採取をしたいんだという申し

込みがあったとするならば、例えば有償で教育委員会が許可するだとか、もう無償でど

うぞご自由におとりくださいだとか、今のお話だと教育委員会が年２回ほど主催をした

何かちょっとイベントで皆さん来てもらってやるということなんですけれども、そのあ

たりはどうなんですか。 

○委員長（原田周一） 清水課長。 

○社会教育課長（清水 清） 一般なり個人でお申し込みをいただいた件につきましては、
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ただいま申し上げましたとおり化石に限りがあるということもありますので、一旦はお

断りはさせていただきたいなというふうに思っておりまして、その中で教育委員会でそ

ういう一般の方にも参加していただけるような募集の仕方をして、ご参加をいただける

ような形で考えていきたいというふうに考えております。 

○委員長（原田周一） 谷口議長。 

○議長（谷口 整） ということは、年２回ほど教育委員会が主催をする事業で化石採取

の体験をしていただく。あとはもう閉めておいて、一切そういうふうな採取体験、個人

的なことはしないという理解でいいんですね。 

○委員長（原田周一） 清水課長。 

○社会教育課長（清水 清） 現時点はそのように考えてございます。 

○委員長（原田周一） 谷口議長。 

○議長（谷口 整） 先般も、これ仄聞した話なんですけれども、ある何人かの人が、教

育委員会に聞いたらここに化石があるということを聞いたんでとりに来ましたといって

勝手にストックしてあるところから持って帰る人がおったようです。冒頭言われたよう

に限りある化石ですので、そういうふうに個々に対応されればじきに底をついてくるだ

ろうし、だから冒頭に管理はどうなっているんですかと聞いたんやけれども、そのあた

りは、多分今までお気付きやなかったと思うんですけれども、そこらのことはどう、セ

キュリティ的なこと、どのようにされるんでしょうか。 

○委員長（原田周一） 清水課長。 

○社会教育課長（清水 清） ただいま議長からお聞きしましたこと、ちょっと私として

も初めてお聞きしたところではございますけれども、施設に勝手にとらないでください

とか、そういった周知看板を設置するなり、そういったことがないように今後は図って

まいりたいというふうに考えております。 

○委員長（原田周一） 谷口議長。 

○議長（谷口 整） 化石を金庫に入れておくわけにはいきませんので、それはそうでし

ょうけれども、今の状態だとネットでふわっとしてある状態なんで、それはご自由にお

持ち帰りください状態ですわ。今言われたように看板出すとか、もう少しきちっと管理

をしていただくということをしていただかないと、結構そういう人たちが口コミでまた

来られることもあるやろうし、そこに地元の人がいたらそれあかんでということは言え

るんやろうけれども、そのあたり、そういう声を聞きましたので、もう少し、きちっと

したという言葉がいいのかどうか知りませんが、保管状況については徹底をしていただ
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きたいということだけお願いしておきます。 

○委員長（原田周一） ほかにございませんでしょうか。松本委員。 

○委員（松本健治） ちょっと社会教育の関係で、前回もちょっと話題になっていました

公共図書館蔵書の不法投棄の関係ですけれども、多分…… 

○委員長（原田周一） それは、不法投棄って、今、この所管のあれですけれども。それ、

関連的な。 

○委員（松本健治） ごめんなさい。後にします。 

○委員長（原田周一） ほかにございませんでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（原田周一） ないようですので、社会教育課所管の質疑を終了いたします。 

  以上で第２四半期の事業執行状況についてを終了いたします。 

  これで日程に掲げておりますただいま出席の所管分の令和元年度第２四半期の事業施

行状況報告を終了いたしますが、その他、委員から何かございましたら挙手願います。

松本委員。 

○委員（松本健治） よろしいですか。 

○委員長（原田周一） はい、どうぞ。 

○委員（松本健治） 失礼します。 

  ちょっと社会教育の関連で思ったんですが、前回のときも出ておりました不法投棄の

図書蔵書の関係で、確認なんですけれども、一応終結というのは判断できるのかどうか

わかりませんけれども、常に見守りを強化するだとか、そういうことで対応いただいて

おりますけれども、一応これもう本町にとっての図書館は１冊のそういう被害に遭った

んですが、もうそういうことで終結というような判断でよろしいんですかね。 

○委員長（原田周一） 清水課長。 

○社会教育課長（清水 清） 報告させていただいた後におきましては本町立図書館の本

が見つかったという事実はございませんので、一応の終結というふうな形では思ってお

るところではございます。 

○委員長（原田周一） 松本委員。 

○委員（松本健治） 終結ということで、それは結構だなというふうに思いますが、山城

管内の各市町村で、あちらこちらでそういう状況が発生をいたしました。その情報等も

含めて今はもう動いていないと、そういう状況でいいんでしょうか。 

○委員長（原田周一） 清水課長。 
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○社会教育課長（清水 清） 各被害に遭われた市町の図書館の情報につきましては、京

都府立図書館のほうから情報をいただくこともあるんですけれども、その後、報告以後

には何ら情報をいただいておりませんので、そちらにつきましても一応の終結になった

のではないかというふうには思っておるところでございます。 

○委員長（原田周一） 松本委員。 

○委員（松本健治） ありがとうございました。 

  ただ、今度一斉点検の実施が１０月に確かされるというふうに聞いていますんで、図

書館システムの更新時に蔵書の点検を行うということですので、その状況もまたお知ら

せをいただきたいなというふうに思います。これからもひとつよろしくお願いします。 

  次に、教育委員会が、先の新庁舎の関係でも確認されましたけれども、一応新庁舎へ

動くということはもう確定していますので、その次の段階で空きのスペース、今後どう

していくのかというのはもうぼちぼち考えられておられるだろうというふうに思います

ので、その点はどうなのか。それと、目処は、どんな内容で、いつぐらいまでには確定

できるようにしたいと思っておられるのか。その点ちょっとお伺いしたいと思います。 

○委員長（原田周一） 光嶋部長。 

○教育部長（光嶋 隆） ご指摘のように教育委員会事務局が移動いたしますとあの空間

が空きということになりますので、いかようにするかということについては事務局なり

に今意見を持ちまして、今後、企画財政課を中心とした公共施設の利用のあり方の中で

最終決めていきたいというふうには思っております。現時点で、現課、教育委員会、教

育部サイドとして思っておりますのは、今日まで図書館のほうから要望がございました

自習室、それと、あと多目的に使える会議室的なスペース。それと、あと一部どうして

も事務室は残さなければいけませんので、そういった形に転用することが一番、現時点

では妥当ではないかというふうには思っております。ただ、そのように改修をいたしま

すについては、当然のことながら予算が必要となってまいりますので、そういった点に

ついて考え方がまとまった時点でしかるべき予算措置をしていただくような予算要求も

していかなければならない。ただ、移転する時期が来年度の、これもまだ確定ではあり

ませんけれども、およそ１年後ぐらいというふうには言われていますので、移転してか

らその後改修をするという形になろうかというふうには考えております。以上です。 

○委員長（原田周一） 松本委員。 

○委員（松本健治） 今、現段階でお話ししていただけることをお聞きしたわけですけれ

ども、今は教育委員会のコアのメンバーの方が大体あそこにいらっしゃいますので大丈
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夫なんですけれども、今後、人数が非常に少なくなっていくと、移転後、そういう意味

で若干思ったところでは手薄になるんじゃないかなと思いますので、ぜひその辺も十分

考えていただいて、一方では、あそこは防災の拠点になる部分も中には出てまいります

から、ちょっとその点も考えていただいて、十分にその辺の配慮をお願いしたいなと思

います。また、そのいろいろ出てくる段階でご意見申し上げたいと思いますが、今おっ

しゃっている図書館の自習室、これ確かに狭隘なところですので、そういう声もありま

す。それとか、やはり高齢者、子どもたちも含めて、ちょっとやすらぎのスペース、そ

れと関連するかもしれませんけれども、そういうようなことも、限りあるスペースでは

ありますけれども、ご配慮いただければありがたいなというふうに思います。今日はそ

の辺にしておきたいと思います。 

  それから、平和都市体験学習の関係で、昨日子どもたち１６名と職員が３名、一昨日

から行って帰ってまいりました。平和都市推進協議会といいますか、その関係ですので

教育委員会としては直接、学校もかかわりはないのかもしれませんが、１６名の子ども

さんは全て両小学校から１０名と６名出ているわけです。子どもたちにとっては、自薦

でありますけれども、非常に毎年毎年平和への体験学習ということ、それからああいう

地に向かって子どもたちが出発、また体験して戻ってくると、非常に貴重な、子どもた

ちにとっては有意義な研修だと私も思っております。そういう意味から、ちょっと非常

に残念だったのは、教育委員会、それから学校関係、どなたも出発、それから戻ってく

る時点においてもいらっしゃらない。私は、たまたま地理的に近い関係もあったり、ま

た知っている子どもたちが５、６人いましたので来ておりますけれども、ちょっとそれ

はどうかなというふうに思っております。教育長、お仕事お忙しいわけですから、以外

の方でも結構ですし、学校の関係者でも結構なんですけれども、やはりあれだけ保護者

もお見えになって、もう本当に、出発も頑張っておいでと、帰ってきたら本当にお疲れ

さんと迎えている、こういう光景を見ましてもものすごく違和感を感じました。この辺

どうでしょうか。 

○委員長（原田周一） 奥村教育長。 

○教育長（奥村博已） 委員さんからありましたように、平和学習ということで事業主体

は異なるものの、子どもたちが参加してくれたというふうなことでは当然教育委員会も

関係もあると思います。今回参加はできませんでしたけれども、今後、総務課とも調整

する中で対応していきたい、このように思います。 

○委員長（原田周一） 松本委員。 
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○委員（松本健治） 教育長、ちょっと話違いますけれども、そういう格好で大体答弁す

るのはあまりよろしくないんじゃないですか、こんな格好して、違いますか。ちょっと

それは別ですけれども。 

  いずれにしても、今後のこと、これは議会も関係があることかもしれませんし、行事

という点ではね。でも、そういうことからすると、わかっておるなら自発的に確認して

来たらいいじゃないですか。学校の校長先生なんかも、教頭先生なんかも、やっぱりこ

ういう夏休みに入ってすぐ行っているわけですから、子どもたちは。そういうことから

すると、やっぱり当然ああいう状況、子どもたちの姿を見ていくというのは非常に大切

なことなんで、やっぱりこれはもうハートの問題やなと私は思いました。だから、言わ

れていないからどうやとか、そんなことじゃなくて、やっぱり感覚的にそういう意識を

持ってもらわんと、僕はあなたの立場というのはそういうものやと思いますよ。その点、

ちょっと苦言になりますけれども申し上げておきたいと思いますが、どうでしょうか。 

○委員長（原田周一） 教育長。 

○教育長（奥村博已） 連絡がなかったからというふうなことではないんですよ。先ほど

も言いましたように、当然小学生が行ってくれていますんで、おっしゃるようにそうい

う形で、学校も含めて出席するというのも当然やったかと思いますが、先ほども言いま

したように総務課が主管してくれていますんで、そこと調整して、今後については対応

していきたい、そのように思います。以上です。 

○委員長（原田周一） 松本委員。 

○委員（松本健治） ぜひよろしくお願いしたいというふうに思います。 

  それと、もう一点、行政のいろんな窓口対応でありますけれども、やはり多くの住民

の方、そして外部からもお見えであるわけです。宇治田原町というのは、いろんなこと

を標榜してやっているけれども、その一瞬の応対をする方の雰囲気によって宇治田原町

の判断をされてしまうということもあるわけです。だから、やっぱりよほど、厳しいよ

うではありますけれども、そういう意識を持って、これももう対応されているんだろう

と思いますけれども、ぜひその点はお願いしたい。だから、本当にそういう意味では、

こういう、本町の場合もここの１階なんかはお年寄りであろうが、狭隘なこういうスペ

ースでありますから受け付けもしょうがないんですけれども、お年寄りであっても立っ

たまま受け付けやっているんですよ。応対しているんです。やっぱり、私も以前福祉の

受け付けでもう少し、ちょっとスペースは少ないかもしれんけれども、ちょっと椅子出

してあげろよと、座ってもらえというような話もしたことあります。やっぱり、ちょっ
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とずつの意識というのが大事かなというふうに思います。ですから、こういう古い庁舎

ですからいろんな問題はあるかもしれませんけれども、ぜひ今後そういう意識で対応し

ていただきたいし、ハード部分は対応できひんけれども、応対というのは、ソフトな面

は、これは対応できるわけですから、ある程度、私は及第点つくものだと思っています

けれども、ただ、教育委員会絡みで言っておきますと、一部のところでかなり評判の悪

い接客、なかなか改善されていない。私も直に以前に申し上げて、ある程度改善されて

いるかなというふうに思っておりましたけれども、いまだにきちっとしたそういう対応

ができていないという声を聞いております。それは、恐らくほかの職員さんも気が付い

ているんじゃないかなと思うんです。これだけ多くいろんな方から言われて、異口同音

にそういうような話がありました。ですから、この辺を教育委員会として今後、今まで

かかってなかなか難しいわけですからどうなるかわかりませんけれども、きちっとした、

大人にしつけというのもおかしいけれども、応対のしつけをきちっとやっぱりもうちょ

っと徹底してほしい。せっかくいろんなことが、周りが配慮してやっているのに、毎回

気分悪いから、○○がおられるときはお願いするのはかなわんと、こういう声まで聞い

ているわけです。どうでしょうか。 

○委員長（原田周一） 清水課長。 

○社会教育課長（清水 清） 委員さんおっしゃられるように、町職員につきましては住

民さん、利用者などの誰に対しても気持ちのよい対応を心がけるというのはもう基本で

あるというふうに考えております。おっしゃられるように、窓口対応に対しましての苦

情につきましては、応対を行った職員に対して厳しく指導は行っているところでござい

ますけれども、今後も利用者さんに対しまして気持ちよくご利用いただけるように引き

続きしっかりと指導を行ってまいりたいというふうに考えておりますので、よろしくお

願いしたいと思います。 

○委員長（原田周一） 松本委員。 

○委員（松本健治） そういう接遇の訓練、これは当たり前のことなんですけれども、一

応やってる、やられたということかもしれませんけれども、実際、できているかどうか

のチェックも含めて、状況によっては皆さん方からアンケートとるぐらいせんと直らへ

んの違うかなと思っているんですよ。だから、多分、私は実は一番困っているなと思っ

たんは、そういう話をもうちょっとだいぶ前にして、私がこう行ったりすると非常に対

応がいいわけです。だから、きちっと直っているんだなと思ったらそうじゃない、やっ

ぱり。現実、ずっと続いているというわけです。だから、私もいろんな層の人に聞きま
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したけれども、まあこれはちょっともう難しい、限界に来ているなというふうに思うん

ですが、どうでしょう、その辺。 

○委員長（原田周一） 清水課長。 

○社会教育課長（清水 清） 委員さんからいただきましたご意見、こちらにつきまして

は真摯に受けとめさせていただきまして、人事の関係もございますので、人事担当課と

も情報をしっかり共有させていただく中で対応してまいりたいというふうに考えます。 

○委員長（原田周一） 松本委員。 

○委員（松本健治） そこの場所もすばらしいきちっとした心ある対応をされている方が

ほとんどですから、本当にこういうことを言うのも非常につらい部分もあるんです。そ

の人らの努力というのはやっぱり、私はそれは評価していますんで、ただ、そういう逆

の動きをされる方がいる場合、無になってしまうということがありますんで、今日はも

うこのぐらいにしておきますけれども、チェックできる仕組みとか、私はアンケートと

言いましたけれども、それは考えてもうたらいいですけれども、そういうことを今後や

っていただいて、問題が起こらないように、ぜひ、教育長も見に行ってください、一回。

以上で結構です。 

○委員長（原田周一） 谷口議長。 

○議長（谷口 整） ちょっと今の質問に関連して２点確認というか意見を申し上げたい

と思います。 

  まず、１つは教育委員会の跡地の件。これ、部長は冒頭に企画課がやっている検討会

議で云々というお断りは言われましたけれども、昨日の総務建設常任委員会で私はそれ

も質問したんです。全体的な話をね。ところが、まだ一切方向は出ていない、これから

検討します、いつまで検討しているんやというやりとりをやっていたにもかかわらず、

部長が一定踏み込んだ内容で今答弁されたんです。よほど議事進行をかけて止めようか

なと思ったんですが、あくまでも部長の個人的な思いを言われたということだというふ

うに私は理解したんですけれども。それと、企画の課長もおられますけれども、昨日の

やりとり聞いてもらっていて、今日の委員会であそこまで踏み込んだ答弁をされて、ほ

んなら昨日は何やってんということになるんですけれども、そのあたりは、私、今言い

ましたように部長の個人的な思いを述べられたという理解をしているんですけれども、

それでよろしいですか。 

○委員長（原田周一） 光嶋部長。 

○教育部長（光嶋 隆） 昨日の委員会のやりとりについては存じ上げませんもんですか
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ら、申し訳ございません。 

  ただ、今日まで実際にその組織として立ち上げるということを３１年度、今令和元年

度ですが、そういう目標の中で話をしてきております。その中で、内々、あそこが移転

した際にはどうするかということは考えておけと。もちろん、本論からちょっと外れま

すが、小学校のことも含めてその中で考えるということを、やりとりを、これは事務的

にはやっておりますので、その中で、我々はこの間移転やということを言われましたも

のですから、一定考え方としては、まあまあ、それが私個人になるのか部長の意見にな

るのかというところはあるんですが、私は個人的には企画サイドのほうにはこういう形

ではやりたいということは、内々には伝えております。ただ、そこの部分で、おっしゃ

ったように組織だった検討はなされていないということだと思うので、その点で言いま

すと、私が先ほど申し上げたことについては、内々、事務的には話はしておるというも

のの、私の個人的な意見ということで修正といいますか、そういうことで説明をさせて

いただければというふうに思っております。以上でございます。 

○委員長（原田周一） 谷口議長。 

○議長（谷口 整） 昨日のやりとりで、私も教育委員会の後は図書館の拡充だとかいろ

んな使い方あるやろうということも言うていましたけれども、部長の意見が、先ほど出

た答弁は誰が考えてもそういう方向だなというのはわかるんですけれども、ただ、昨日

頑なにそういう答弁をされていて、今日踏み込んだ答弁をされたんで、ちょっとそこは

内部的な調整を今後していただいて、それぞれの委員会なり、その担当のところで齟齬

がないように、それは十分注意をしていただきたいというふうに思います。 

  次に、平和都市の件。 

  これ、平和都市推進協議会の議長が副会長という役職あるんですね。にもかかわらず、

私もそれ不勉強やったんか知りませんが、昨日、一昨日と行っておられること自体知り

ませんでしたし、先ほどの松本委員の配慮の問題、欠けてるのと違うかということを言

われれば、突き詰めて言えば私も行くべきやったんかなと思うわけであります。ところ

が、今言うように全く知らされていない中で、それはこちらからいつやというふうに聞

けばよかったんかもしれませんが、そこは今後やはり町のほうも情報の出し方、これを

やっぱりかかわりのある部分は少なからずこういうのありますというのは知らせてほし

いなと。それは教育委員会に向かって言うているん違いますよ。また、町のほうの理事

者とその旨相談もしていただきたいし。 

  ちょっとずれるかもしれませんけれども、いろんなオフィシャルなイベントがあると
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きに、議会に案内がないケースがあるとすれば、私の感覚ですれば、急に行けば迷惑か

けるということもあって、そこは非常にジレンマのあるところなんです。例えば、１つ

例を挙げますと、昨日ソフトボールの少女が全国大会に行くということで表敬訪問、町

長のところに来たんですけれども、ある親御さんから議長も来てくれるねんなと言われ

て、初めてそれあったんかと。ならば、町のほうに迷惑でなかったら寄せてもらっても

いいかということで、昨日寄せていただいたんですけれども。そんなことで、結構、一

般の方々の思っておられる場所で我々が知り得なくて、そんなんあったんかというのも

ありますので、そこはできるだけ案内を出していただければ行きやすいし、また案内を

出すということは町のほうもその対応できると思うんですよ、突然行って担当の方に迷

惑かけるよりも。だから、そこのところはそういう形で必要なものについては案内をい

ただきたい。ついては、それにまた議会が対応できるということにしてもらえればあり

がたいなと思うわけです。いろんなイベント等で議員が個人的な思いで行かれるのは、

それはそれで議員の活動の延長だと思うんですけれども、ある程度のオフィシャルな事

業なんかに議員が行く場合は、その前後の通勤災害等も含めて議員派遣の手続をとりま

すんで、先ほど言ったようにできれば案内いただければ議員のほうも動きやすいかなと

いうことを思ったんで、町当局のほうにそのあたりの申し入れをしていただいて、町の

中で整理をしていただければということを思いました。これはもう答弁してもらうこと

にならんと思いますので。 

○委員長（原田周一） 光嶋部長。 

○教育部長（光嶋 隆） ご指摘いただきましたように、どこで何があるかということは

知り得ておくのが議会としての責務でもあるということでおっしゃっていただいている

というふうに思っております。これは、過去に遡りまして、議会の皆様方に限らず、例

えば区長会の皆様方でもそうなんでございますが、何でもかんでも案内をお出しします

とかえってもう一杯になってしまうというふうに過去にご指摘があったことがございま

す。そういった取捨選択をしてくださいというふうに言うとあれなんですが、逆に、い

やもうどうしても行かんなんやつだけは案内くれと言われたこともございます。そうい

った点で、今現在、我々が事務を進める上においては、これはもう来賓としてお出まし

いただきたいと、またこれについてはご参加いただきたいということについてはもれな

く案内を差し上げているつもりでございます。その点は、昨今の情報の行き渡り方等も

あって、議長がご指摘を受けられたようなお考えを示される方もあると思いますので、

ご指摘いただいたというふうに私は受けとめております。ついては、実際に理事者日程
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等の統括をしておりますのが総務課の秘書の担当でございますので、今いただきました

意見につきましては秘書のほうにも伝えまして、その中で理事者の判断でどこまでの案

内を出すかということについては決めていってご連絡差し上げるような形をとれればと

いうふうに思いますので、その旨伝えた上で善処してまいりたいというふうに思ってお

ります。以上でございます。 

○委員長（原田周一） 谷口議長。 

○議長（谷口 整） 部長のほうからお答えをいただいたんですけれども、当然、言われ

たようにいろんな情報が輻輳して入ってくれば、それはそれでまた逆に大変な状況ある

んで、何でもかんでもということを言うつもりはないんですよ。主な分については、も

う少し情報を提供していただきたい。場合によっては案内もいただきたいということを

申し上げたんで、それをするとまた逆に、町当局とすれば、もう何でもかんでも案内出

したほうがいいやんけということにもなりかねんのですけれども、そのあたりは十分に

取捨選択をしていただく、必要な情報は欲しいということなんで、誤解のないようによ

ろしくお願いをいたします。 

○委員長（原田周一） 私のほうから、ちょっと１点だけ。 

  先ほど松本委員のほうから職員の対応ということで指摘がありました。私も薄々そう

いうお話は聞いております。先ほど、十分に注意してきたということなんですけれども、

これ、いつも思うんですけれども、言うた言わん、指導した、だけれども改まらなかっ

たら何もしていないのと一緒やということなんです。その辺は、やはり何か毎回毎回同

じような答弁を繰り返しているような気がしますので、これは、教育長含めてひとつし

っかりと、人事のことですんで、その辺やっぱり、対住民さんの窓口でもありますんで、

その辺よろしくお願い、指導、答弁は結構ですけれども、よろしくお願いします。 

  それと、もう一件、これも松本委員から出ましたんですが、教育長の態度についてち

ょっと指摘がありました。今後、このようなことがないように、私からも苦言を呈して

おきます。 

  他にございませんでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（原田周一） 当局のほうから何かございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（原田周一） これで、ただいま出席の所管課に係る事項を終了いたします。 

  次に、日程第２、その他を議題といたします。 
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  委員から、何かございましたら挙手願います。ございませんでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（原田周一） 当局のほうから。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（原田周一） 事務局のほう、ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（原田周一） 特にないようでございますので、日程第２、その他について終了

いたします。 

  本日は、令和元年度第２四半期の事業執行状況報告を受けたところでございます。 

  本年度も第２四半期に入り事業が本格的に実施されていくことになりますが、各課に

おかれましては早期の事業着手、執行を念頭に置き、業務の遂行に努めていただくよう

強く求めておきます。 

  なお、委員会は定期的に開催することを基本としておりますことから、委員各位、ま

た町当局におかれましても、よろしくお願いいたします。 

  以上で本日の文教厚生常任委員会を閉会いたします。大変ご苦労さまでございました。 

閉  会   午後０時１３分 
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